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▪ はじめに

　本書は、政府・自治体等の行政機関における業務改善・業務改革・BPR
について、事例を中心に整理した書籍です。
　後段の章で詳述するように、「今更、業務改善？」と思われるかもしれま
せんが、行政機関においては、むしろ今こそ業務改善を行わないとこれから
到来する人口減少（とそれに伴う労働力人口の減少）や働き方改革時代に対
応できない組織となりかねないという強い危機意識から本書を執筆すること
にしました。
　本書では、上記「行政機関で業務改善・業務改革」が必要な理由、様々な
行政機関での導入事例、そしてそれを検討するための方法論について、筆者
をはじめ多くの実務家にご協力いただき整理しました。
　また、AI や RPA（Robotic Process Automation。詳細後述）等の IoT 技
術による業務改革や、テレワーク等による働き方改革等、新しい改革手法・
ソリューションについても紹介しています。

　同じ業務・同じ課題を抱えていても、業務改革の方法は多種多様です。た
だ、間違いなく言えるのはどんな課題でも必ず効率化する方法は存在します。
本書がそれを考えるきっかけになれば幸いです。

　2019年 ５ 月
 小島卓弥
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1 学校給食費の公会計化とは何か
　本稿では学校給食費の公会計化について、整理していく。それに先立ちそ
もそも論として、学校給食費について整理する必要がある。学校給食費とは
学校給食法第11条及び学校給食法施行令第 2 条により定められており、学校
給食を提供するのに必要な経費の内、学校給食を調理する設備・機材及び調
理員の人件費を除く、食材費の実費がそれに相当する。
　そして、この学校給食費については、長らく大半の学校において自治体に
おける公費ではなく私

し

費
ひ

、すなわち読んで字のごとく「わたくしの費用」と
して整理されてきた。したがって、学校名（学校長名）で徴収し、学校単位
でプールし管理され、当該学校の給食費にのみ充当される仕組みであり、自
治体の公費としては扱われてこなかったのである。
　これを自治体の公費として取り扱うことができるよう、制度変更をする取
組みのことを学校給食費の公会計化、と呼称している。給食費を学校単位で
徴収するのではなく、同一自治体の小中学校の給食費を一括して徴収・管理
し、公費とするということである。
　なお、自治体における公会計化という用語には、自治体の決算を発生主
義・複式簿記で実施、あるいは整理することを指す用法があるが、本稿で紹
介する学校給食費における公会計化とは全く異なることをまず指摘しておく。

2 なぜ学校給食費の公会計化が必要なのか
～課題と期待される効果

　学校給食費の公会計化がなぜ必要なのか。これについては、公会計化を実
施した自治体によって目的が異なるが、主な理由は以下のように整理できる。

株式会社NTTデータ経営研究所
小島　卓弥・鶴田　彬
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①　不正経理対策と会計の透明性向上
　既述のとおり私費会計下での学校給食費は、公費ではないため自治体の財
務会計（及び財務会計システム）の仕組みに計上されることがなく、それが
故に多くの場合、自治体からの監査を受けることもなく、独立した形で存在
している。
　したがって、悪意を持った事務職員等が存在した場合、集金された学校給
食費を不正に私的流用してしまうケース等が少なからず存在した。また、悪
意を持ってではないものの、適切に帳簿に計上したり執行管理を行わず、残
高が不明確となったり、他の私費（学校徴収金等）と混在してしまうケース
等もあったという。
　公会計化することで、給食費の徴収を学校単位ではなく自治体の財務会計
制度の中に組み込むことで、そもそも学校でこれらの業務を行わない（ある
いは最小限にする）こととすることで、不正経理が発生しにくい仕組みとし、
さらに監査などの対象とすることで、その透明性向上を図るというのが一つ
目の目的である。
②　教職員の負担軽減
　次に、教職員の負担軽減である。学校単位の私費会計で処理されている際
に、学校給食費を滞納する者が現れた場合、それを支払うよう督促するのは
学校事務員及び教員（主に教頭等の幹部教員）であった。滞納の督促は税等
のそれを専門とする部署でも苦労するものだが、専門家ではなく、組織とし
ても専門性を有しない学校において、督促業務を教職員が対応することは、
肉体的（時間的）にも精神的にも負担が大きい。電話や自宅へ往訪しての督
促は通常の勤務時間内では効果が限定的で（不在の場合等が多いため）、夜
や休日に往訪することが効果的であるが、当然のことながら教職員の負担が
更に増加することになる。特に近年、学校における教職員の負担軽減の必要
性が指摘される中、この対策は急務である。
　学校給食費を公会計で自治体に集約することで、教職員から当該業務から
解放するとともに、それを専門とする職員や外注先（サービサーや法律事務
所等）に集約することも可能になり、督促業務の効率化・高度化を図ること
が期待できる。
③　滞納額増加に伴う、食材調達費不足の弊害の解消
　既述のとおり、私費会計における給食費は食材費の実費を学校単位で管理
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しているものである。当然のことながら、余計に徴収をしている訳ではない
ため、滞納額が増加してくると食材調達費に不足が生じることになる。一方、
学校給食費が私費の場合、不足が生じても公費である一般会計から補填する
ことは原則としてできない。その結果、使用する食材やおかずを減らすよう
な対応が実際に私費会計の学校現場では少なからず発生しているという。
　しかし、これは毎月きちんと給食費を支払っている多くの生徒にとって不
公平が生じるものであり、望ましい形とは言えない。
　これを公会計化することで、一般会計から不足分は補填して充足させる一
方、②で整理したように滞納督促は別途適正化することで、給食費を支払っ
ている生徒への公平性を担保することができる。
④　その他
　その他、公会計化することで、本人（保護者）の同意を得てだが児童手当
からの支払が可能になったり、悪質な滞納者に対する法的措置を自治体主導
で実施する等の対応が可能になる。
　また、学校単位で徴収している際には指定金融機関からの引き落とし、も
しくは振込み等の形くらいしか支払い方法に対応していない（できない）状
況だったが、公会計化することで自治体のスケールメリットを活かし、指定
金融機関以外での引き落としが可能となったり、コンビニエンスストアでの
収納、インターネット経由でのクレジットカード決裁等、多様な支払い方法
を可能にした自治体も登場した。これらは支払い手段の多様化という意味で、
給食費を支払う親にとって一定のメリットが生じる形となっている。
　更に、食材調達においてこれまで各学校単位でばらばらに発注していたも
のを、調味料や冷凍食品等、比較的日持ちがして共通的に発生する食材に関
しては、自治体全体で一括して入札を行う単価契約とすることで、調達コス
トの引き下げ等の効果も期待できる。

　ここまで整理してきたように、私費会計下での学校給食費の徴収・管理は
いくつかの課題があり、その対策として公会計化が進んできたわけである。
一方、公会計化を図ることで、支払い方法の多様化や食材調達コストの低減
等、副次的な効果も期待できることが分かってきた。
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3 どのように公会計化を進めるか
　公会計化とは、業務を実施する体制ごと見直す、大きな業務改善でもある。
そのため、いくつかのステップを踏んで、公会計化を具体化していく必要が
ある。

（ 1 ）検討体制の整備
①　公会計化の意思決定と検討体制の整備
　まず、庁内で公会計化の意思決定をする必要がある。公会計化を果たした
自治体では、首長の選挙公約、議会からの提案、教育委員会事務局でのボト
ムアップ、不祥事への対応等様々なきっかけから公会計化の検討をスタート
している。公会計化には既述のとおりいくつかのメリット、課題への対応機
能を有しており、何を目的に実施していくのか庁内での検討と、意思決定を
果たす必要がある。
　その上で、検討体制を整備していく必要がある。基本的に教育委員会事務
局等で検討を進めていくことになるが、移行に際しては、財政部門、出納部
門、政策法務部門、情報システム部門等幅広い部署と協議の上進めていく必
要がある。そのため、教育委員会事務局そのものの準備態勢を構築するとと
もに、各部門との協議の場を整えていく必要もある。

図表 9 － １ 　公会計化に当たっての標準的なスケジュール

出所：筆者作成
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（ ２ ）徴収・管理のあり方の検討・実施体制等の検討
①　組織の変更・拡充
　公会計化は会計の仕組みの変更とともに、業務の実施方法の変更も行う必
要がある。これまで、学校単位で実施されてきた給食費会計の処理を、全校
分を自治体本庁に集約していくことが必要になる。
　その際、これまではそれぞれの学校の事務員や教員がそれぞれ少しずつ分
担して処理してきたが、これを自治体本庁に集約することが必要になる。そ
の際、薄く広く分担処理されてきた業務が集約化されることで、急に大きな
業務量が顕在化することになる。これを、従前どおりの体制で処理しようと
すると、業務量過多となり本庁の給食担当職員が疲弊してしまうことになる。
　そのため、公会計化に当たっては、本庁の業務量が増大することを念頭に、
本庁の給食担当の組織を拡充する対応が必要となる（上記検討部門を実務部
門に衣替えしていく方法もある）。公会計化に伴い、業務量が増大する業務
は以下のものが想定される。

ⅰ給食費そのものの管理業務（口座登録、入金確認、減額処理等）
　 　従前、学校で処理してきたこれらの業務を一括で処理するためこれに対

応する業務量がまず増加する。システムの導入等によりある程度軽減する
ことが可能だが、自治体組織の規模が大きくなればなるほど対応する職員
が必要となる。

ⅱ滞納督促
　 　後述するように、公会計化に伴い滞納率が増加する傾向がみられる。自

治体ごとに給食費の滞納率は大きく異なるが、元々滞納率が高い自治体及
び、人口規模が大きな自治体では、かなりの滞納が発生することになるた
め、それに対応した要員が必要となる。専任の非常勤職員や嘱託を雇用し
たり、督促業務を専門とするサービサーや法律事務所等に業務委託する方
法もある。また、税等の滞納督促を行う部門に業務移管し、一体的に督促
を行ってもらう等の体制を構築する方法もある。

ⅲ食材の調達に伴う業務（入札や支払い処理等）
　 　既述のとおりこれまで、学校単位で発注していた食材調達に関しても、

支払い処理はすべて自治体単位で実施することになる。これに伴い、納入
業者への自治体における入札参加資格の登録や各種衛生基準や自治体への
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税の滞納の有無の確認等、自治体における納入業者に適した組織であるこ
とを確認する手続きに対応してもらう必要がある。また、一部食材の調達
で入札を導入する場合にはそれに対応した体制が必要となる。また、自治
体の側でも学校単位での支払い業務が集約されるため、それに対応した要
員の確保が必要となる。

ⅳアレルギー食、宗教食等の対応
　 　近年食品に対するアレルギーを有する児童が増えていると言われており、

この対応が非常に重要になっている。自治体により除去食を提供したり、
一部食材を提供しない代わりに給食費を差し引く等の対応が行われている
が、この情報収集及び給食費への反映（一部食材の不提供の場合）方法を
整えておく必要がある。

　 　また、近年海外出身者の児童も増加傾向にあり、それに伴い生じる宗教
食の対応を実施している自治体では、同様の対応が必要となる。

ⅴ欠食等の対応
　 　長期の休養、学級閉鎖、運動会等の各種イベント等様々な要因で給食の

欠食が生じることがある。これらの情報は学校から収集する必要があるた
め、学校事務の協力を得ながら、情報を集約するとともに、個々人の給食
費徴収に反映していく作業が必要となる。

②　支払（集金）方法の確立
　現状、多くの学校において給食費は口座振替、もしくは振込の形で実施さ
れ、一部希望者のみ納付書、もしくは現金での納付というケースが多い。た
だ、これは学校の口座に振り込まれる形となっているため、在校生・新入生
を含め口座の変更手続きを実施してもらうことが必要になる。
　また、学校単位での集金の場合、特定の金融機関等 1 行のみとされている
ケースが少なくないが、自治体の場合は指定金融機関があり、また指定金融
機関並みの扱いができる複数の金融機関が指定できるケースもある。また、
近年では公営住宅や水道料金等の支払いをコンビニエンスストアでの支払い
でも可能にしていたり、ふるさと納税の振込み方法としてインターネット経
由でクレジットカード等を用いることができるようにしているケースもある。
　これらの仕組みは、公会計化された給食費の支払い方法としても活用（流
用）可能である。支払い方法が多様化することで、給食費を支払う保護者に
とっての利便性の向上を図ることが期待でき、結果として滞納を防ぐことも
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